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令和５年 第９回教育委員会（定例会）会議録 

期日：令和５年７月２０日（木） 

開会：午後２時００分 

閉会：午後２時５５分 

場所：上天草市役所松島庁舎３階大会議室 

 

１ 会議日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 令和５年第７回（６月定例会）及び第８回（７月臨時会）会議録の承認について 

日程第３ 教育長諸般の報告 

日程第４ 非公開とする審議事項について 

日程第５ ［議案第５５号］ 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第６ ［議案第５６号］ 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第７ ［議案第５７号］ 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第８ ［議案第５８号］ 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第９ ［議案第５９号］ 令和５年度就学援助の認定について 

日程第１０［議案第６０号］ 上天草市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

日程第１１［議案第６１号］ 上天草市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

日程第１２ 諸報告 

 

２ 出席委員 

山下勝一（委員）、藤田 慶（委員）、木村美矢子（委員）、千原めぶき（委員） 

岩﨑宏保（教育長） 

 

３ 欠席委員 

なし 

 

４ 議場に出席した者 

赤瀬耕作（教育部長）、谷上健作（教育審議員）、宮﨑真司（学務課長）、川本宜史（学務課長補

佐）、小浦嘉彦（社会教育課長）、瀬脇和弘（社会教育課長補佐）、渡辺龍也（学務係長）、桑原

愛加（学務課主事） 

 

５ 教育長の報告の趣旨、議題及び議事の大要、議題となった動議及び動議を提出した者の氏名、

質問又は討論をした者の氏名及びその要旨、議決事項 

 以下のとおり 

 

開会 午後２時００分 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、これより令和５

年第９回上天草市教育委員会定例会を開会いたします。会議日程はお手元に配布してあるとお

りです。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○教育長（岩﨑宏保君） 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。会議規則第１８条第２

項の規定により、本日の会議録署名に、木村委員及び川本学務課長補佐を指名いたします。よ

ろしくお願いいたします。 



2 
 

 

日程第２ 令和５年第７回（６月定例会）及び第８回（７月臨時会）会議録の承認につい 

    て 

○教育長（岩﨑宏保君） 次に、日程第２。「令和５年第７回（６月定例会）及び第８回（７月臨

時会）会議録の承認について」を議題といたします。皆様には、会議の案内と一緒に配布して

おりましたが、何か質疑等がありましたらよろしくお願いいたします。 

○学務課長補佐（川本宜史君） 各委員の皆様よりご指摘いただきました文字等の修正につきま

しては、事務局で修正させていただきますのでよろしくお願いします。 

○教育長（岩﨑宏保君） よろしいですか。それではお諮りいたします。第７回（６月定例会）

及び第８回（７月臨時会）の教育委員会会議録については、承認することに、ご異議ございま

せんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） 全員ご異議なしと認め、承認することに決定いたしました。 

 

日程第３ 教育長諸般の報告 

○教育長（岩﨑宏保君） 次に日程第３。「教育長諸般の報告」を行います。３点ほどご紹介いた

します。７月３日教育長・教育委員辞令交付式が松島庁舎で行われました。副市長、各部長同

席のもと堀江市長から辞令を交付していただきました。持続可能な上天草市ＳＤＧｓの実現に

向け、教育行政の立場からは教育と人材育成の推進が大切になると思います。その職責の重さ

を感じたところです。新しく就任されました、千原委員、木村委員、よろしくお願いいたしま

す。１０時からの臨時教育委員会では、教育長職務代理者を山下委員にお引き受けいただきま

した。引き続きよろしくお願いいたします。７月５日龍ヶ岳小学校経営訪問をいたしました。

新任の村田校長先生の前向きな経営姿勢、整えられた教育環境の中で熱心に指導に当たられて

いる先生方、そして楽しそうに学ぶ子どもたちの姿を見せてもらいました。コロナ渦の制限が

緩和され６年生徒と会食もできました。いろいろな質問を受け楽しいひと時を過ごすことがで

きました。最後に７月１５日と１６日に県中体連の応援に行ってきました。松島中学校男子バ

レー部、大矢野中学校男子ソフトテニスです。この２つの試合に共通する流れを変える場面、

流れが変わる場面についてお伝えいたします。まず、松島中学校男子バレーですが、シーソー

ゲームの展開が続いていきます。第１セット途中、相手のエースが繰り出すジャンプサーブが

強烈で、松島中のレシーブが翻弄され、たちまち５・６点の差がついてしまったところです。

この時に相手チームに流れを取られてしまったのかなと感じたところです。第２セットも接戦

でしたが、松島中学校のエースがサーブで狙われ、レシーブをしたと思ったらすぐにアタック

に入らなければいけませんので、その切り替えで消耗させられたのかもしれません。接戦の末、

２３対２５で惜しくも競り負けてしまいました。大矢野中学校の男子ソフトテニス。２回戦、

準々決勝、１対１最後の勝負を決する３ペア目、後衛に１年生が入って、３年生とペアを組ん

で試合に臨んでくれたのですが、ある一つのミスで、その１年生の選手が、どんと落ち込んで

しまう場面が出てきまして、連続で失点を重ね、そのセットを落としてしまい、もう泣きそう

な顔でうなだれてベンチに帰ってきました。そこを監督がしっかりと気持ちを立ち直らせよう

と明るい表情で、おまじないの言葉といいながら、非常に明るく元気を与えるような言葉かけ

をしてくれていたのが、印象に残ります。次のセットは、その１年生のサーブから始まりまし

た。相手の鋭いレシーブを前衛の３年生の選手が見事なボレーを決めて、徐々に本来の力を発

揮してくれて、なんとか勝利を収めることができました。ただ、接戦でしたので、控えの選手

とか保護者も一体となって、非常に高揚感を感じさせていただいたところです。やはり、３年

生の素晴らしいボレーや監督の言葉かけとか、そういったところが流れを変える一つの大きな

場面だったと感じたところでした。残念ながら決勝までは進めませんでしたが、３位という成
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績を残してくれました。そういう場面を経験しながら子どもたちも、精神的にも成長していく

のではないかと感じたところです。以上で教育長諸般の報告を終わります。 

 

日程第４ 非公開とする審議事項について 

○教育長（岩﨑宏保君） 次に、日程第４「非公開とする審議事項について」意見を伺います。

日程第５「議案第５５号」、日程第６「議案第５６号」、日程第７「議案第５７号」、日程第８「議

案第５８号」、日程第９「議案第５９号」及び日程第１２、諸報告の第２「不登校児童・生徒の

状況について」、第３「いじめの状況について」、第４「教職員の勤務時間管理について」は、

プライバシー保護のため、秘密会議といたしますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） 異議なしと認め、「議案第５５号」、「議案第５６号」、「議案第５７号」、

「議案第５８号」、「議案第５９号」及び諸報告の第２、第３、第４につきましては、秘密会議

といたします。 

 

日程第５ 議案第５５号 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは、日程第５。議案第５５号「専決処分の報告並びにその承認

を求めることについて」を議題といたします。この議題は、秘密会議といたします。 

 

※【 議案第５５号から議案第５９号は秘密会議の決定により審議内容は非公開 】 

 

※【秘密会議終了】 

 

日程第１０ 議案第６０号 上天草市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは、日程第１０。議案第６０号「専決処分の報告並びにその承

認を求めることについて」を議題といたします。この議案について、事務局からの説明を求め

ます。 

○学務課長（宮﨑真司君） 議案第６０号「上天草市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につ

いて」。上天草市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第４条第２項の規定に基づき、次のとお

り委嘱することとします。令和５年７月２０日提出、上天草市教育長名。１委員の一覧に氏名、

所属等を記載していますので、ご覧ください。上天草市いじめ問題対策連絡協議会はいじめ防

止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し、

必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るため設置するもので、

連絡協議会委員は、１５人以内で組織し、設置条例第４条第２項第１号に学識経験者、第２号

に医療・福祉団体及び保護者団体を代表する者、第３号に国又は県の行政機関の職員、第４号

に教育委員会事務局及び上天草市立小・中学校の職員で構成されています。構成委員について

は、備考欄に記載している第４条第２項第２号に該当する「医療・福祉団体及び保護者団体を

代表する者」が６人で、同項第３号に該当する「国又は県の行政機関の職員」が３人で、同項

第４号に該当する「教育委員会事務局及び上天草市立小・中学校の職員」が４人で、１３人を

委嘱することとしています。なお、今回の委嘱にあたり、委員の交替については、人事異動や

役職の交替に伴う委員の変更を行っております。任期は、令和５年７月３１日から令和７年７

月３０日までの２年間です。次ページをお開きください。提案理由については、上天草市いじ

め問題対策連絡協議会委員の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱するもので、附属機関の委員

その他の非常勤の職員の任免及び委嘱に関しては、上天草市教育長に対する事務委任規則第２

条第１項第９号の規定により教育委員会に諮る必要があります。ご審議いただき、ご承認くだ

さいますようお願いします。 
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○教育長（岩﨑宏保君） 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、

何か質疑はございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは、お諮り致します。議案第６０号は、ただ今ご審議いただき

ましたとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、

承認することに決定しました。 

 

日程第１１ 議案第６１号 上天草市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは、日程第１１。議案第６１号「上天草市いじめ問題専門委員

会委員の委嘱について」を議題といたします。この議案について、事務局からの説明を求めま

す。 

○学務課長（宮﨑真司君） 議案第６１号「上天草市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について」。

上天草市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第１１条第２項の規定に基づき、次のとおり委

嘱することとします。令和５年７月２０日提出、上天草市教育長名。１委員の一覧に、氏名、

役職等を記載していますのでご覧ください。上天草市いじめ問題専門委員会はいじめ防止対策

推進法の規定に基づき設置するもので、専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、いじめの

防止等のための対策や重大事態に係る調査その他教育委員会が必要と認める事項について調

査審議するものです。専門委員１０人以内を持って組織し、学識経験者その他教育委員会が必

要と認める者のうちから教育委員会が委嘱します。今回、委員の委嘱にあたり、鬼武スクール・

ソーシャル・ワーカーに交替されますが、そのほかの委員については、継続となります。任期

は、令和５年７月３１日から令和７年７月３０日までの２年間です。提案理由については、上

天草市いじめ問題専門委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱するもので、附属機関

の委員その他の非常勤の職員の任免及び委嘱に関しては、上天草市教育長に対する事務委任規

則第２条第１項第９号の規定により教育委員会に諮る必要があります。ご審議いただき、ご承

認くださいますようお願いします。 

○教育長（岩﨑宏保君） 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、

何か質疑はございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは、お諮り致します。議案第６１号は、ただ今ご審議いただき

ましたとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、

承認することに決定しました。 

 

日程第１２ 諸報告 

○教育長（岩﨑宏保君） 次に、日程第１２。諸報告に入らせていただきます。まず、報告第１

「７月の行事予定について」の説明をお願いします。 

○教育審議員（谷上健作君） ８月の行事予定についてご説明させていただきます。８月１日臨

時教育委員会、教科書採択関係の会議となります。また、中央公民館講座「書道教室」が行わ

れます。２日上天草市いじめ問題対策連絡協議会。３日市内教職員初任者研修で地域理解とし

て現地研修を行います。なお、九州地区市町村教育委員研修大会に、教育長、山下委員、藤田

委員、事務局職員で参加予定。また、いきいき成人大学を開催。９日郡市人権教育研究大会が

天草市民センターで行われます。１０日から１６日までの７日間、学校閉庁いたします。２１
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日定例の教育委員会を行います。２３日総合教育会議。２４日第１回上天草市教育支援委員会。

また、いきいき成人大学が行われます。２５日中学校の起業家教育担当者会議と第１回部活動

の在り方検討委員会を行います。２８日県民体育大会実行役員会設立総会を開催。以上です。 

○教育長（岩﨑宏保君） 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから何

か質疑はございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） 次の報告第２、第３、第４は秘密会議といたします。 

 

※【 報告第２、第３、第４は秘密会議の決定により審議内容は非公開 】 

 

※【秘密会議終了】 

 

○教育長（岩﨑宏保君） 次に、報告第５「後援名義使用承認の報告について」説明をお願いし

ます。 

○学務課長（宮﨑真司君） 「名義後援等の承認について」報告いたします。学務課では、２件

ございます。１２ページをご覧ください。行事名が「令和５年度 天草郡市学校給食研究協議

大会」で、開催趣旨は記載のとおりです。８月１日（火）午後１時００分から天草市民センタ

ーで開催されます。主催者は、「天草郡市学校給食会」で、研修会には、教職員、給食調理場職

員、保護者等約２００人の参加が予定されています。２件目は、「菌ちゃん先生 講演会」で、

開催趣旨は記載のとおりです。９月９日（土）午後１時３０分からアロマホールで開催されま

す。主催者は、「上天草市オーガニック給食を目指す会」で、市民等を対象として実施されます。

学務課分は以上です。 

○社会教育課長（小浦嘉彦君） 社会教育課から４件報告いたします。１件目は、行事名が「家

庭倫理の会天草 くまRIN子育てセミナー」で開催趣旨につきましては、記載のとおりでござ

います。８月２６日（土）に天草青年の家研修室で開催される予定です。主催者は、「家庭倫理

の会天草」で、約１０人の参加が見込まれています。２件目は、行事名が「令和４年度天草郡

市人権教育研究大会」で、開催趣旨につきましては、記載のとおりでございます。８月９日（水）

午前１０時から、天草市民センター他２施設で開催される予定です。主催者は天草郡市人権教

育推進連絡協議会で、天草２市１町が共催となっています。小、中、高校の教職員や社会教育

関係者など、約７００人の参加が見込まれております。１４ページをお願いします。３件目は、

行事名が「Enjoy Familyマネーパーク集まれ！子ども店長」で、開催趣旨につきましては記載

のとおりでございます。７月９日（日）午前１０時から、天草市民センターで開催されました。

主催者は、「株式会社Ｄ.Ｃ.Ｓ.Ｇ.」で、午前と午後、併せて３０組の親子が参加されました。

４件目は、行事名が「青少年健全育成事業「道」～未来を切り拓け～」で、開催趣旨につきま

しては記載のとおりでございます。８月５日から６日にかけて、八代市の遥拝八の字広場など、

八代市内で開催される予定です。主催者は、一般社団法人天草本渡青年会議所で、天草地域内

の小学５・６年生２０名の参加が予定されています。報告は以上です。 

○教育長（岩﨑宏保君） 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、

何か質疑はございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） これで、予定された議案は終わりました。そのほか、事務局からの追

加報告等はありませんか。 

〇教育部長（赤瀬耕作君） 資料はございませんが、令和５年度第３回上天草市市議会６月定例

会の報告をさせていただきます。教育部関係一般質問におきましては、嶋元議員から、廃校後

の維和中学校の活用方法について、小中学校規模適正化計画について、何川議員から公共施設
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の点字ブロックの設置状況について、宮下議員から上天草市公共施設等総合計画アクションプ

ランについて、４件の質問がございました。教育部の主な質問は、嶋元議員から学校規模適正

化計画についての質問があり、大矢野地区小学校の規模適正化に関し、中北、中南、維和小学

校の過去１０年間の生徒数の推移を踏まえた計画や現在の進捗状況についての質問がございま

した。これにつきましては、中北小学校の児童生徒数の今後の推移について、第２期上天草市

公共施設学校規模適正化基本計画の策定時における令和５年度の中北小学校の児童について７

５人を予定したところが現状は６０人となっており、近年若干の増加を見られるものの全体的

は減少傾向にあり、また中南小学校は、令和５年度の想定児童数が９８人で、現状が９３人で

あることから、全体を見た児童数は、計画策定時と大きく変わっていないことを踏まえ、教育

委員会においては、一定規模の学校設置を目指し、学校環境の整備を図る観点から、現時点で

の計画の変更は考えていないこと、進捗状況につきましては、維和小学校の児童が進学する維

和中学校を大矢野中学校に統合することを進め、令和５年度４月１日に統合しましたので、大

矢野地区の３小学校につきましては、令和５年からＰＴＡ役員等の保護者説明等を開始しこれ

からの対応となっている旨を伝えてあります。また、宮下議員から総合計画アクションプラン

個別管理計画ということで、教員住宅の解体数とか現存並びに充足率についての質問がござい

ました。現状については、だいたい使用率が４割程度に留まっていることを踏まえ充足はして

いるということをお伝えしております。また、現在、教員住宅は老朽化している施設も多くあ

りますので、引き続き管理していく施設につきましては、適宜改修を進めて環境の改善に努め

たいと考えているところです。以上です。 

○教育長（岩﨑宏保君） 以上で、事務局からの報告が終わりました。それでは委員さんから、

何か質疑はございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（岩﨑宏保君） それでは以上で予定された案件はすべて終了いたしました。これをも

って、令和５年第９回教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

閉会 午後２時５５分 


